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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月23日(2021.9.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  緑内障、眼圧上昇、高眼圧症および／またはこれらに関連する症状の予防または治療に
使用するための医薬組成物であって、
－ラタノプロストと、Ｆ６Ｈ８およびＦ４Ｈ５から選択される半フッ化アルカンを含む液
体ビヒクルとを含み；
－対象の眼に投与され；
－片眼当たり単回投与で投与されるラタノプロストの量は１．０～１．２μｇの範囲であ
り；
－１日１回投与される、
  組成物。
【請求項２】
  前記半フッ化アルカンがＦ６Ｈ８である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
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  対象の眼に局所投与される、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記組成物の単回投与が、対象の眼に１滴として投与される、請求項１から３のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項５】
  可溶化剤をさらに含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
  可溶化剤が、エタノール、中鎖トリグリセリド（ＭＣＴ）およびジエチレングリコール
モノエチルエーテル（ＤＥＧＥＥ）から選択される、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
  前記可溶化剤が、前記液体ビヒクルの総重量に対して最大２．５％（ｗ／ｗ）の量で含
まれる、請求項５または６に記載の組成物。
【請求項８】
  前記可溶化剤がエタノールである、請求項５から７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
  水および保存剤を実質的に含まない、請求項１から８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
  組成物の片眼当たりの標的投与体積が８～１５μｌである、請求項１から９のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項１１】
  ０．００５～０．０１５％（ｗ／ｖ）のラタノプロストを含む、請求項１から１０のい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
  ０．０１％（ｗ／ｖ）のラタノプロストを含み、片眼当たり単回投与で投与される前記
ラタノプロストが１．１μｇであり、組成物の片眼当たりの標的投与体積が１１μｌであ
る、請求項１から１１のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
  液体ビヒクルの総重量に対して少なくとも９９％（ｗ／ｗ）の１－ペルフルオロブチル
－ペンタン（ＣＦ３（ＣＦ２）３－（ＣＨ２）４ＣＨ３（Ｆ４Ｈ５））または１－ペルフ
ルオロヘキシル－オクタン（ＣＦ３（ＣＦ２）５－（ＣＨ２）７ＣＨ３（Ｆ６Ｈ８））お
よび最大１％（ｗ／ｗ）のエタノールから本質的になる液体ビヒクルに溶解したラタノプ
ロストを含む、請求項１から１２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　液体ビヒクルの総重量に対して少なくとも９９％（ｗ／ｗ）の１－ペルフルオロブチル
－ペンタン（ＣＦ３（ＣＦ２）３－（ＣＨ２）４ＣＨ３（Ｆ４Ｈ５））および／または１
－ペルフルオロヘキシル－オクタン（ＣＦ３（ＣＦ２）５－（ＣＨ２）７ＣＨ３（Ｆ６Ｈ
８））ならびに最大１％（ｗ／ｗ）のエタノールから本質的になる液体ビヒクルに溶解し
たラタノプロストから本質的になる、請求項１から１３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
  請求項１から１４のいずれか一項に記載の組成物を含み、前記組成物を保持するための
容器と、前記組成物を投与するための液滴ディスペンサーとを含むキット。　
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